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第２３期第１９回新居浜市農業委員会総会議事録 
 

１ 会議の日時及び場所 

（１）会議の日時 平成３０年１１月２２日(金曜日）１５：３０～１７：３０ 

（２）会議の場所 ユアーズ 

 

２ 会議に出欠席した委員数及び氏名等 

（１）農業委員 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

（２）農地利用最適化推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）欠席委員   ３人 

   推進委員   第 ９ 番  田 坂 健 次 

   推進委員   第１３番  飯 尾 象 司 

   推進委員   第１５番  久 枝 啓 一    

 

 

第 １ 番   山 下   元 

第 ２ 番   石 山 敏 夫 

第 ３ 番    藤 田 幸 正 

第 ４ 番   岩 崎 紀 生 

第 ５ 番    小 野 義 尚 

第 ６ 番   寺 尾 俊 行 

第 ７ 番    横 井 直 次 

第 ８ 番   藤 田 健太郎 

第 ９ 番      矢 野 重 明 

第１０番   藤 田 幸  
 

第１１番   近 藤 美喜男 

第１２番   小 野 春 雄 

第１３番   曽我部 英 敏 

第１４番   合 田 有 良 

第１５番   池 田 辰 夫 

第１６番   伊 藤 愼 吾 

第１７番   渡 邊 勝 俊 

第１８番   松 本 勝 美 

第１９番   山 口 三七夫 

 

第 ７ 番   髙 橋 眞 次 

第 ８ 番   宇 野 賀津美 

第１０番   眞 鍋 哲 哉 

第１１番   寳 田 正 司 

第１２番   守 谷 博 明 

第１４番   西 原   實 

 

 

第 １ 番   神 野 克 史 

第 ２ 番   岡 田   充 

第 ３ 番    岡 部 正 明 

第 ４ 番   村 上 壽 一 

第 ５ 番    高 橋   繁 

第 ６ 番   井 下 八 郎 

第 ７ 番   髙 橋 眞 次 
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３ 会議に出席した事務局職員 

    事 務 局 長   藤 田 和 則       事務局 主幹    原   道 樹 
事務局 次長   横 川 俊 彦       農 地 係 長  田 中 賢 禅 

    主    事  池 田 有 里 
 

４ 傍聴者     

   な し 

５ 議事日程 

農地関係 農地法第３条、第５条申請関係等の審議について 

   農政関係 平成３０年度新居浜市農業委員会業務報告について 
 

                    ◇             

   １５時３０分開会 

○藤田事務局長     御起立ください。礼。御着席ください。 

総会に先立ちまして、委員の出席状況を御報告いたしま

す。 

農業委員１９人・推進委員１２人でございます。 

よって、過半数に達しており、この会が成立していること

を御報告いたします。 

それでは、会長よろしくお願いします。 

●藤田会長     皆さん、こんにちは。 

          急に寒くなって体調を崩している方もいらっしゃると思

いますが、寒くなろうといい天気が続こうと我々農業者は

現場に出て色んな事をしていかなければいけない、年の瀬

にもなりますけど体調管理に十分気を付けられまして、そ

れぞれの立場でお力沿いをお願いいたします。 

それでは、ただいまから第１９回新居浜市農業委員会総会を

開会いたします。 

まず、農地関係の議案につきましては、議案第１号から議

案第４号となっております。 

その後、平成３０年度農業委員会業務報告及びその他とな

っております。 

なお、本日の議事録署名委員でございますが、会議規則第
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１９条の規定により、会長において山下 元委員と石山 敏夫

委員を指名いたします。両委員さんよろしくお願いいたしま

す。 

これより農地関係の議案の審議に入ります。 

議案書目次をお開きください。 

議案中、第１号及び第３号は決議事項、第２号及び第４号

は意見事項となっております。 

加えまして報告事項１件、参考事項１件がございます。 

１ページをご覧ください。 

それでは、議案第１号及び議案第２号は関連しております

ので、一括して審議に入りたいと思いますが、私が関係して

おりますので、退席いたします。 

その間、議長を曽我部会長代理に交代いたします。 

それでは、ここで暫時休憩いたします。 

            （会長退席） 

●曽我部会長代理  休憩前に引き続き会議を開きます。 

議案第１号「農地中間管理機構 農用地利用集積計画に

ついて」及び議案第２号「農地中間管理機構 農用地利用

配分計画（案）について」を一括して議題に供します。事

務局から議案の説明をお願いします。 

○池田主事      議案第１号につきましては、農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定による農地中間管理機構農用地利用集

積計画でございます。内容といたしましては、田１０筆、

合計面積９，６９９平方メートルでございます。 

２ページをお開きください。 

申請人は、１番の公益財団法人えひめ農林漁業振興機構理

事長 俊野 健治さんです。 

内訳といたしましては、期間１０年間が１筆、５年間が９

筆、利用権の種類は、すべて使用貸借、新規設定となってお

ります。 

以上の計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第

３項の要件である、農用地利用集積計画の内容が新居浜市の
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基本構想に適合するものであること、および、対象農地の関

係権利者の同意が得られていることの各要件を満たしてお

ります。 

次に、議案第２号についてご説明いたします。３ページを

お開き下さい。 

先程の第１号議案では、農地中間管理機構への利用権設定

になりますが、農用地利用配分計画は、農地中間管理事業の

推進に関する法律第１８条に基づき、農地中間管理機構から

業務を受託している新居浜市が作成し、農地中間管理機構が

決定しますが、計画を決定する前に同法第１９条第３項の規

定に基づき、農業委員会の意見を求めるものでございます。 

４ページをお開き下さい。計画の内容と致しましては、農

地中間管理機構が、（２－１）さんへ、田１筆、１，０７４

平方メートル、（２－２）さんへ、田９筆、８，６２５平方

メートルをそれぞれ貸付けするものでございます。 

なお、本案件は、農地中間管理事業の推進に関する法律第

１８条第２項の各要件を満たしております。 

ご審議の程よろしくお願いします。 

●曽我部会長代理  ありがとうございました。 

以上、議案第１号１番及び議案第２号１番ならびに２番に

ついて質疑に入ります。 

          御意見、御質問はございませんか。 

          はい、合田委員さん。 

〇合田委員     異議があるということではないのですが、この制度につ

いて知識として深めたいと思うのでご説明をお願いしたい

のですが。まず、公益財団法人というのは中間管理機構か

ら認められた受け皿の組織ということでよろしんでしょう

か。事例なんですけど新居浜で中間管理機構のそういう受

け皿の機関というのは農業委員会がやるわけですね。そう

いうことでいいんですか。新居浜には公益財団法人のよう

な組織がないわけですから、農業委員会がそれを担うわけ

でしょ。もし、新居浜の農業委員会がやるとすれば新居浜
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の農業委員会を利用しないのかなと、私の認識が間違って

いたら説明をしていただけたらと思います。以上です。 

●曽我部会長代理  受け皿は農林水産課だと思うんですけど。農業委員会が

したりするものではないですね。 

〇合田委員     新居浜にはそういうような受け皿の機関がないんでしょ

うか。松山の法人を使っても新居浜の受け皿があれば新居

浜の方がそれを利用できたら非常に便利ではないのかと。 

●曽我部会長代理  愛媛県の受け皿は全てここになるんですよ。県内全部が

ここで一括して受けているんですよ。今、合田委員さんか

らお話がありましたけど今回新居浜市で初めてなんですよ

ね。農地中間管理機構を使っての貸出は、使用貸借であり

ますけどそういうように貸したいという方は去年農地の調

査で調べた中で出てきて受け皿の貸し手と借り手が合致す

ればこういう形になるんですね。やっと初めて出たわけで

すけど、今回は借りたい地元の人達が借りたいということ

と面積が合致したということですね。これ、貸す方にお金

が入るんですね。農地中間管理機構、皆さんご存じだと思

いますけど、本来皆農地中間管理機構に貸したら今は大体

貸し手も使用貸借で使っている分はお米の一袋分ぐらいあ

るかと思うんですけど、今はほとんど無料です。ここを使

えばお金が入るのでそうしたいのですけれども、ただ借り

手がいないからできなかった、今回初めてこういう形でま

ずまずまとまった所の土地が借り手ができたというところ

ですね。本来、こういうことをすればいいんですよね。 

〇合田委員     僕が関心するのは、これ個人ですよね。個人が貸したい

という意思表示をして借り手は当然いたのですけど、そう

いうことを利用しようとする知識があったということで誰

かあっせんするとか紹介するとかそういうことをしたので

しょうか。個人の判断で知識をもってこういうところにお

話をもっていったのか、その辺りはどうなのでしょうか。 

●曽我部会長代理  この二人なら知っていたと思います。私も聞きたいのが

例えば（２－２）さんにしても松神子など沢山あるけど、
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一般の農業委員会が使っている使用貸借で契約していた分

はあったのではないですか。 

○原主幹      無いです。新規です。再設定は認めてないです。 

●曽我部会長代理  全く新規なんですね。向こうを解約してこっちじゃなく

新規で取るから良かったと思います。 

〇伊藤委員     農業委員会がタッチしたのではないですか。農業委員会

に調査して貸したいというのを出したじゃないですか。（２

－２）さん達が２ヘクタールくらい借りたい、この辺りで

借りたいというのでそれを農業委員会でひらってこれだけ

の件数になったのではないのですか。 

〇原主幹      今回の経緯について私どもが聞いているのは、借り手側

認定農業者さんなどに中間管理機構を使ってもらえないだ

ろうかとお話をしたところ手を挙げてきたのが（２－１）

さんと（２－２）さんだったと。（２－１）さんと（２－

２）さんがここの農地を新規で借りますよということだっ

たので、この農地中間管理機構を使って今回初めての契約

が成立したというように考えております。 

〇藤田（健）委員   また、来年度に入って意向調査の中に中間管理機構に貸

したいですかという項目があったと、それが今回活かされ

た結果が出たと、全員が個別で調べた意向調査の中に中間

管理機構に貸しますよという項目が調査項目の中にあるわ

け、それが活かされてこういう結果が出たと。それじゃな

かったら何のために調べたか分からない。全然事務局の方

はノータッチで（２－１）さんと（２－２）さんが個別に

交渉に行ってまとめたんですか。 

〇原主幹      そうですね。農地パトロール以降の意向調査によって貸

したいという農地については一応まとめて新居浜市のホー

ムページの方へアップはさせていただいているんですけ

ど、今回のこのケースについてはホームページを見られた

かどうかは分かりません。 

〇田中係長     （２－２）さんにつきましては、そのリストを見に来ら

れてその中から何筆かはピックアップされたのではないか
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と思います。役にはたったのではと思います。（２－１）

さんの方はそういうわけではないと思います。 

●曽我部会長代理  意向調査で、個人情報の関係もあるので公開してもよろ

しいかどうかですよね。いいですよ。という方については

見せてもいいわけですよね。ですから、（２－２）さんの

場合は何筆かあったということですね。今回、初めて農地

中間管理機構を使ったものが出たので、まだ、皆様も詳し

く分からないところもあると思うので、前回説明を受けた

と思いますが、再度知識を深めるために農政関係の説明を

していただけたらと思います。 

●曽我部会長代理  他に御意見、御質問はございませんか。 

            （「なし」の声あり）  

●曽我部会長代理  ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を

決定してよろしいでしょうか。 

            （「異議なし」の声あり） 

●曽我部会長代理  御異議なしと認めます。よって、議案第１号「中間管理

機構 農用地利用集積計画について」及び議案第２号「中間

管理機構 農用地利用配分計画（案）について」を原案のと

おり決定させていただきます。 

●曽我部会長代理  それでは、議案第１号及び議案第２号の審議が終了しま

したので、委員の入席を求めます。ここで暫時休憩し議長

を交代いたします。 

            （休憩後、会長の入席） 

●藤田会長     休憩前に引き続き会議を開きます。 

          ５ページをご覧ください。 

議案第３号「農地の所有権移転について」を議題に供し

ます。事務局から議題の説明をお願いします。 

○原主幹      議案第３号につきましては、農地法第３条第１項の規定

による農地の所有権移転で、第３２番及び第３３番の２件

でございます。 

６ページをお開きください。 

第３２番は、郷一丁目、畑、１筆、面積１，５２０平方メ
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ートル、譲受人は市内で農地所有適格法人を営む(３－１）

さんです。 

 譲受人は平成２９年４月１１日に設立された法人であり

ます。 

現在、４．５反ほどの農地を耕作しており、今回、農業経

営規模拡大を図るため、申請地を取得する目的で、農地法第

３条申請が提出されたものであり、作付けは、稲作を予定し

ております。 

また、第３２番につきましては、法人での所有権移転です

ので、農地所有適格法人の４項目の要件について説明させて

いただきます。 

まず、法人要件につきましては、譲受人は株式会社であり、

かつ株式譲渡制限のある非公開会社であります。 

２点目に、事業要件につきましては、昨年度の売上の全額

が農業による売上であります。 

３点目に、構成要件につきましては、株主は４名であり、

そのうち農業常時従事者が３名でその３名の議決権の合計

は、９０％であります。 

最後に、役員要件につきましては、先ほどの株主４名とも

役員であり、そのうち３名が常時、農業及び農作業に従事し

ております。 

よって、農地所有適格法人要件の４項目については許可要

件を満たしております。 

７ページをご覧ください。 

第３３番は、垣生一丁目、田、２筆、合計面積９３８平方

メートル、譲受人は（３－２）さんです。 

譲受人は現在、１１反ほどの農地を繁忙期には知人の協力

を得て耕作しており、今回、譲渡人である妹が県外在住で管

理が困難なため、申請地を取得する目的で、農地法第３条申

請が提出されたものであり、作付けは、稲作を予定しており

ます。 

第３２番及び第３３番の許可要件につきましては、議案書
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に記載のとおり、取得後のすべての農地を利用すること、機

械、労働力、技術、通作距離などをみても問題がないこと、

農業委員会が定める別段の面積も超えております。 

なお、お手元に農地法第３条第２項第１号から第７号まで

の許可要件について調査書を配布させていただいておりま

す。第３２番は１ページ目、第３３番は２ページ目となって

おりますので、併せてご覧いただきますようお願いいたしま

す。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

●藤田会長     ただいまの説明に係る現地調査の結果ならびに補足説明

につきましては、３２番については、地元委員であります

小野 義尚委員から３３番については、岡部 正明委員から

ご報告をいただきます。 

         まず、小野 義尚委員お願いします。 

○小野（義）委員  １１月５日に現地調査に行きました。この、申請地につ

きましては今現在隣の方が野菜を少し作っていると農地と

してはきちんとされているということです。１０月にその

一切れおいた西隣にこういう申請がありまして、それを譲

渡人が聞いたみたいで、何とかこれを作ってくれないだろ

うかということできたようで、譲渡人が耕作する意思が全

くないというようなことで今回この土地を作っていくとい

うことで（３－１）さんは農機具の方は息子に任せてこち

らに集中していくということで許可後は稲作を予定してい

くと、しっかり耕作していくと思いますのでご審議の程よ

ろしくお願いします。 

●藤田会長     ありがとうございました。 

          次に岡部委員お願いします。 

○岡部委員     １０月末に申請人と会いまして、聞き取りをおこなった

のですが先程の調査書と同じでほとんどの許可要件につい

て問題はありませんでした。譲渡人と譲受人の関係は兄妹

でこの農地については相続で譲り受けたもので、現在県外

に住んでいて管理ができないので、普通なら貸借でやると
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ころですが買取で後問題がないように作ってほしいという

ことで受けたそうです。（３－２）さんについては８反余

り耕作しているのでこの農地を入れると９反余り約１丁近

くなるので誰から見ても兼業農家としては大変よく頑張ら

れていると思います。そういう意味で問題は全くないと思

います。 

●藤田会長     ありがとうございました。 

以上、議案第１号３２番及び３３番について質疑に入りま

す。 

御意見、御質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

●藤田会長     ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議なしと認めます。よって議案第３号３２番及び３３

番については原案のとおり決定させていただきます。 

●藤田会長     ８ページをお開きください。 

議案第４号「農地の転用を伴う所有権移転等について」を

議題に供します。事務局から議題の説明をお願いします。 

○田中係長     議案第４号は、農地法第５条第１項の規定による農地転用

の申請で、申請件数は、８件です。 

９ページをお開きください。 

１４７番、宇高町一丁目、田１筆、譲受人は、（４－１）

さん。 

内容は、自己住宅１２６．６９平方メートル、一体利用地

として、宅地１４２．４４平方メートルがあり、農地区分は、

その他の農地である第２種農地と判断され、区分は、使用貸

借権で期間は永年です。 

なお農用地の除外があります。 

１４８番、坂井町三丁目、畑１筆、譲受人は、（４－２）

さん。 

内容は、賃貸共同住宅（１棟）２１７．３７平方メートル、
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一体利用地として、雑種地１６５．００平方メートルおよび

公衆用道路１０６．００平方メートルがあり、農地区分は、

用途地域であるため第３種農地であると判断され、区分は、

所有権移転です。 

１４９番、中村松木一丁目、田２筆、畑１筆、譲受人は、

（４－３）さん。 

内容は、賃貸共同住宅（２棟）４３３．４３平方メートル、

農地区分は、その他の農地である第２種農地と判断され、千

平方メートル以上の土地に建築物を建設する予定であるこ

とから、開発許可が必要となり、区分は、所有権移転です。 

１０ページをご覧ください。 

１５０番、大生院字戸屋鼻、田１筆、譲受人は、 

（４－４）さん。 

内容は、事務所及び倉庫（１棟）２９９．５０平方メート

ル、農地区分は、その他の農地である第２種農地と判断され、

区分は、所有権移転です。 

１５１番、田の上一丁目、田２筆、譲受人は、（４－５）

さん。 

内容は、自己住宅１１７．１７平方メートル、農地区分は、

その他の農地である第２種農地と判断され、区分は、所有権

移転です。 

１５２番、萩生字岸ノ下、田１筆、譲受人は、（４－６）

さん。 

内容は、自己住宅１３２．４９平方メートル、農地区分は、

その他の農地である第２種農地と判断され、区分は、使用貸

借権で期間は永年です。 

１１ページをお開きください。 

１５３番、大生院字戸屋鼻、田１筆、譲受人は、 

（４－７）さん。 

内容は、太陽光発電施設、農地区分は、その他の農地であ

る第２種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

１５４番、田所町、畑１筆、譲受人は、（４－８）さん。 
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内容は、自己住宅１１６．３４平方メートル、農地区分は、

その他の農地である第２種農地と判断され、区分は、使用貸

借権で期間は永年です。 

以上、１４７番から１５４番の事案の一般基準につきまし

ても、転用行為が遂行される確実性などが申請書および土地

改良区の意見書等の添付資料によって認められることを、事

務局よりご報告させていただいて、ご審議の程よろしくお願

いします。 

●藤田会長      ありがとうございました。以上、１４７番から１５４番

について質疑に入ります。 

         御意見、御質問はございませんか。 

           （「なし」の声あり）  

●藤田会長     ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を

決定してよろしいでしょうか。 

           （「異議なし」の声あり） 

●藤田会長     御異議なしと認めます。よって、議案第４号「農地の転

用を伴う所有権移転等について」を許可相当として県知事

に意見を送付いたします。 

●藤田会長     １２ページをご覧ください。 

報告事項「農地所有適格法人の平成２９年度事業報告につ

いて」です。事務局から報告をお願いします。 

○原主幹      農地所有適格法人の平成２９年度事業報告について、ご

報告いたします。 

平成３０年１０月に、（５－１）及び（５－２）から農地

所有適格法人報告書が提出されました。 

農地所有適格法人の要件である法人要件につきましては、

両社とも株式会社であり、かつ株式譲渡制限のある非公開会

社であるため、要件を満たしております。 

次に、事業要件につきましては、平成２９年度の決算報告

書によりますと、両社とも、売上高の全額が農業による売り

上げとなっております。また、平成２８年度及び平成２７年

度の売上も農業による売り上げのみであるため、要件を満た
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しております。 

次に、構成員要件につきましては、（５－１）の株主は４

名であり、４名とも農業常時従事者、また、（５－２）の株

主は２名であり、２名とも農業常時従事者ですので、両社と

も議決権が１００％であるため、要件を満たしております。 

最後に、経営責任者要件につきましては、両社とも、役員

の総数が常時、農業及び農作業に従事しているため、要件を

満たしております。 

以上により、（５－１）及び（５－２）、両社とも、農地

所有適格法人として必要な要件をすべて満たしており、適正

に運営されていることを確認しましたので、ご報告いたしま

す。 

●藤田会長     ありがとうございました。 

１３ページをご覧ください。 

参考事項は、農地法第１８条第６項の規定による合意解約

についての参考事項ですので、お目通しをお願いします。 

以上をもちまして、農地関係の議案の審議がすべて終了い

たしました。 

よって、これをもちまして暫時休憩いたします。 

なお、１６時３０分から総会を再開いたします。 

●藤田会長     休憩前に引き続き会議を開きます。 

それでは、次に報告事項に移ります。 

報告資料の１ページをお開きください。 

平成３０年４月から、本日までの業務について報告いたし

ます。 

まず、（１）会長報告、アの会議の出席状況につきまして

は、４月１１日から１２日にかけて、委員先進地視察研修で

兵庫県養父市、鳥取県鳥取市を視察し、委員２３名が参加い

たしました。 

定例常設審議委員会が、毎月開催されており、それぞれ東

京第一ホテル松山で開催され、私が出席し、農地法第４条、

５条等の許可事案に関する意見について審議いたしました。 
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また、８月３１日には、平成３０年度市町農業委員並びに

農地利用最適化推進委員等研修会が西条市農協会館で開催

され、委員２４名が参加いたしました。 

その他の会議の出席状況につきましては、報告書のとおり

ですので、お目通しください。 

次に、イの会議の内容につきましては、役員会を、７月５

日、９月５日及び１１月５日に開催いたしました。 

次に、２ページから４ページには、（２）総会及び農政関

係の開催状況、（３）農地関係の開催状況を記載しておりま

すが、報告書のとおりですので、お目通しください。 

次に、５ページのイの農地の権利移転・設定状況、６ペー

ジの、ウの農地の転用取扱状況につきましても、報告書のと

おりですので、お目通しください。 

次に、エの農地等の贈与税及び相続税納税猶予に関する適

格者証明につきましては１件でした。 

次に、オの諸証明及び転用確認状況につきましては、農地

法適用除外証明０件、転用確認書交付証明２８件、農業用施

設証明１２件、競売適格証明０件、その他諸証明３０件でし

た。 

最後に、カの和解仲介つきましては、該当ありませんでし

た。 

以上で、会長報告を終わります。 

●藤田会長    次に２０１９年行事予定について、事務局から説明をお願

いします。 

○池田主幹      ２０１９年行事予定について説明いたします。 

資料１ページ、２０１９年行事予定表をご覧ください。 

２０１９年の１年間の総会の開催日、開催場所の予定でござ

います。 

補足説明になるんですけど、３月５日（火曜日）第２２回総

会の市民文化センターの場所についてなのですが、別館１階

会議室で開催予定になっております。場所については、流動

的でございますが、この日程で開催いたしたいと思いますの
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で、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

●藤田会長     ２０１９年の農業委員会における会の開催予定に関しま

して何かご質問がございましたら、よろしくお願いいたし

ます。 

●藤田会長     御意見、御質問はございませんか。 

( 「なし」の声あり ) 

●藤田会長      ご質問がないようですので、次に農地基本台帳調査につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

○横川事務次長     農地基本台帳調査の概要について説明いたします。 

農地基本台帳は平成２６年に法定化され、整備が法で義務

付けされました。 

調査の方法としては、申請書をお渡し頂き、聞き取りや記

入いただいた後回収頂くことです。 

では、具体的にご説明を進めてまいります。 

農政資料の２、３ページが申請書です。 

資料４、５ページは記入例です。これについては調査中に

質問等があった場合にお使いいただくもので、配布頂くもの

ではございません。 

それでは資料６ページ、「平成３０年度農地基本台帳調査

について（依頼）」をご覧ください。 

中ほどに太字で印刷している、調査要領のところを御覧く

ださい。 

まず、1 の対象者ですが 

（１）新居浜市に住所を有する人 

（２）年齢２０歳以上の人（平成 1１年１月 1日までに生

まれた人） 

（３）１０アール以上の農地で耕作の業務を営む人 

この条件に該当する人となります。 

次に、２申請書につきましては、１２月上旬に、事務局か

ら委員さんのご自宅へお届けする予定です。 

調査していただく調査区につきましては、８・９ページに
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調査区一覧表を添付しておりますので、後ほどお目通しをお

願いいたします。 

次に、３提出期限等についてでございます。例年の通り２

月総会を一応の区切りとさせていただきたいと考えており

ます。年度内の事業完成のためなるべく期限内にお届け頂き

たいと考えております。契約は若干の余裕をみて期間延長さ

せていただき、契約書の締切日は２月１５日とさせて頂きた

いと考えております。 

資料４・５ページを御覧ください。 

４申請書の記入方法についてご説明いたします。 

申請書は、平成３０年１２月１日現在の状況を打ち出す予

定としています。昨年の調査結果もあらかじめ打ち出されて

おりますので、変更のある部分を訂正して頂くことが調査の

基本となります。 

農家の方から、平成３１年１月１日現在の状況を聞き取

り、それらを申請書に記入していただきます。 

それでは、申請書の具体的な記入方法についてご説明いた

します。 

１の「耕作面積」の欄に記載されている面積は、調査票を

打ち出しました時に農地台帳に記載されている耕作面積で

す。現在法務局とのデータ突合がまだですので、平成３０年

中の相続等の一部の変更は出来ておりません。変更がある場

合には面積の修正をお願いします。また、平成３０年中に所

有権移転や転用等で、面積に増減があったもので、事務局に

おいて把握しているものについては、面積は修正しておりま

す。経営意向については該当するものに○を付けていただき

ます。はっきりとわからないという回答もあろうかと思いま

すが、おおよそでも最も近いものをお答えいただくようお伝

えください。 

２では「耕作従事日数」の欄と農業従事程度を答えていた

だきます。世帯員それぞれの年間耕作日数と従事程度を聞き

取りご記入ください。 
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取消する場合は、取り消す人の欄に線を引き、下の余白に

取消理由を記入してください。追加者がいる場合は、手書き

で世帯員の欄に追加する人の名前、続柄、生年月日、性別、

耕作従事日数、従事程度を記入します。追加する場合、お名

前生年月日等が間違っていると、本人の特定が出来ませんの

で特にご注意ください。また追加者が別の台帳に記載されて

いる場合は、同一台帳になりませんのでご了承いただきたい

と思います。 

また世帯主が転出・死亡の場合などについては、新しい世

帯主を事務局の判断で記入しております。他の方への変更は

簡単に行えますので、事務局へご連絡いただけるよう、お伝

えいただきますようお願いします。 

３は主な農機具と農用施設の保有状況です。特に農用施設

については、広さが判らない場合も多いと思いますので、は

っきりとした数値が判らない場合は約何坪等でも結構です。 

４は販売収入についてですので該当のない方は記入無し

です。また売上順をお聞きするもので、金額ではありません。

３位まで順番をお聞きしていますが、１位又は２位で終わる

方もおられます。 

５、６は農地の売買・貸し借りの希望調査ですので、希望

のない方は意向なしに○を付けて頂くようになります。希望

については具体的な土地がお分かりの場合はその情報をお

書き頂き、そうでない方は意向のみでも結構です。 

なお、昨年の調査で「表札がないため住所が特定できない」

「調査拒否された」「高齢の為調査に対応できない」等の理

由で事務局から郵送で調査を行う方については、リストとし

てお届けします。また「理由が有って同一台帳に記載できな

い」「記載している耕作面積と違う面積を記載している」等

についてもリスト化してお届けしますので、調査中質問等が

ありましたらお使いいただけたらと思います。 

次に注意点についてご説明いたします。資料７ページにお

戻りください。 
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調査は新居浜市農業委員会の独自のものです。特に個人情

報に関することでございますので、慎重にお取扱い下さいま

すようお願いいたします。この調査を拒否されても農地台帳

から抹消されることはありません。ただし今後農地ナビや中

間管理機構の利用状況の変化によっては、不利益を被る恐れ

もありますので、出来ればご協力いただけるようお伝えいた

だけたらと思います。また申請人に記載内容を十分に確認い

ただいた上で、ご提出くださいますよう重ねてお願い申し上

げます。 

次に、委託契約の説明に移ります。資料１０ページ業務委

託契約書（案）をご覧ください。 

委員さんご本人とは契約できません。そこで、ご家族の方

お１人と契約させていただき、委員さんはその補助者という

形で届出していただくようになります。 

調査員の氏名の横の押印につきましては、事務局でお預か

りしております印鑑にて押印出来るものについては、事務局

で対応させていただきます。 

また、委託契約を結ぶことになりますので、調査員の方に

は、委託料として調査頂いた申請書１枚につき２４０円をお

支払いする予定です。調査員の方及びお支払い口座につきま

しては昨年同様で考えておりますが、変更等がある場合はご

連絡ください。 

なお、委託契約書を作成いたしますので、それに必要な収

入印紙代２００円を２月の報酬から引き去りさせていただ

きますことをご了承ください。 

委託契約書は、申請書と一緒にお持ちいたします。あわせ

て不在連絡票も同封いたします。 

委員の皆様には年末年始のお忙しい時期とは思いますが、

例年の法定調査でございますので、ご協力をよろしくお願い

いたします。 

以上をもちまして農地基本台帳調査についての説明を終

らせていただきます。 
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●藤田会長     農地基本台帳調査について、何かご質問がございました

ら、よろしくお願いいたします。 

●藤田会長     はい、池田委員。 

〇池田委員     前年の最終の内容を事務局の方で修正した場合に、どこを

どういう理由で修正した、そういうようなリストは各委員に

渡してもらえるんですか。 

〇横川事務次長   まず、耕作面積につきましてはその方のお持ちの耕作面積

数、台帳上の面積はこれだけになっています、あなたのお持

ちの土地はこれだけですというリストはお渡しします。世帯

主につきましては大変申し訳ないのですがこちらの方で台

帳に打ち出す際に亡くなられた方を外させていただいて、違

う方を世帯主ということであげておりますので、大変申し訳

ないのですがその辺りについてはリスト化はできておりま

せん。 

〇池田委員     新しい申請調査まで本人も農業委員も分からないという

ことですね。 

〇横川次長     どの方が亡くなられて、この方が世帯主というのはその時

点までは分からないという形です。 

〇池田委員     事前に我々委員がそれに関する情報を知っておかなけれ

ばお願いをする時にですね去年、私が申し上げたと思うので

すけど、事務局で勝手に世帯主を変えていたもんだから先方

さんからクレームが出たというお話をしましたよね。その辺

をある程度把握できる状況を作らないとまた、同じような事

が起きるのではないかと思うのですが。 

〇横川事務次長    基本台帳調査の基盤になりますのが住民基本台帳等にな

りますので、これは毎日のように亡くなられる方が累積され

ていくという形になって１２月１日まで事務局の方で１０

日間くらいかけて毎日潰していっている状態なんです。その

内容がご提示できるかどうかについては個人情報の関係も

ありますので、なお確認をさせていただいてご返事をさせて

いただきたいと思うのですが、今、現況としては難しい状況

かと思います。 
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〇池田委員     私が一番引っかかるのは、これはあくまで本人の申請文書

ですよね。これを事務局で修正するということについての細

かな配慮がない。そんなのでいいのですか。 

〇横川次長     今、仰られているご意見は確かにもっともでございますし

昨年の世帯主が変わるという苦情についても把握はさせて

はいただいておりますが、今、現況でそのリストを差し上げ

るというかご覧いただいて把握ができるかについては我々

の方でも十分検討させていただいていない状態ですのでこ

れから帰りまして検討させていただいて、その件については

可能であればリスト化させていただきたいと思っておりま

す。 

○池田委員     分かりました。今後の検討課題でお願いします。 

●藤田会長     はい、近藤委員さん。 

〇近藤委員     今の質問と少し絡するところもあるかと思うんですけど、

５ページの例があるんですけどせっかく調査に行ってもお

宅はトータルこれだけですよ、という面積の中しか分からな

いので１筆ごとの地番、広さこの辺が明確になっていない

と、どの土地を貸したいのかはっきりしないんですよね。当

家もそれを把握できてない場合がありますので、せっかく個

別訪問するわけですから、１筆ごとに貸したいというのが見

えたらこの人は何処にある土地を貸したいというのが明確

になって、ホームページに載せるにしても校区的にいいので

はないかと思います。私はそうしてほしいです。 

〇横川事務次長   これ何回かお話が出ているんですけど、全件を全部打ち出

しをする、あるいは情報を皆様にお届けするというのは非常

に難しいかと思います。例えばもし可能な部分があるとすれ

ば、お貸しをしたいという方で地番がはっきり分からないと

いう方につきましては、全件と書いていただきまして、同意

する、同意しないについてはそれは希望で書いていただいて

結構なんですけど、翌年の調査でその方がお持ちの土地につ

いては全件この裏面にこういうような形で打ち出しされま

す。それを見ていただいて、その次の年にこの場所を貸すと
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いうのは可能だと思います。ただ貸したいという土地以外も

出てしまうので逆に言えばそういう土地があるとすればこ

ちらの方にご連絡いただけたらそこは消させていただくと

いうような形は取れるかと思います。 

〇近藤委員     結局そのパターンでいくと２度手間、３度手間になるんで

すよね。当家は自分ちの食べる野菜は作りたいとか、お米は

作りたいとかいう方も居るのでそういった方は最初から分

割なんですよね。一括で貸したいいう人が全員じゃないので

その点は２度手間、３度手間にならないようにせっかく個別

訪問するわけですからある程度効率よく調査できるように

してほしいと思うのですが。 

〇横川事務次長  それを言いますと最終的に皆さんの方に地区の方がお持ち

の土地全件をお渡ししてというようになります。大変な量の

資料をお渡しするというようなことにもなりかねませんの

で、例えば調査中に、これも２度手間の可能性はあるのです

がここを貸したいという意向があって地番が分からないと

いう形の場合にはご連絡をいただければその方の情報につ

いてはこちらからお声がけをするというようなことで、何ら

かの方法で今後そういうような対応をさせていただけたら

と思います。今現況１２月の頭までの短い期間ですので、そ

ういう形でもしよろしければ対応をさせていただけたらと

思うのですがいかがでしょうか。 

〇近藤委員     去年の極端な例を言いますと、「うちにそんな土地はない」

という人までいましたからね。 

●藤田会長     田んぼだろうと、畑だろうとＡさんのところはこれだけで

すよ、今近藤委員さんが言われるように奥さんの名義であっ

て知らなかったと、これも課税額はある程度の額にならない

と新居浜市も課税しない。課税にかかっていると、ここにも

あるんだと分かるのですが、そういうように低い時にはＡさ

んの方が少ないですからそこでかかってきませんから、本人

だけが分かっていても家族の方は分からないということも

発生すると思います。ですから、その辺も難しいので台帳の
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中にあればこの場所となるんですけど、この辺の土地とでも

言ってもらってそれをリストアップするとかじゃないと全

部をお渡しするということもできませんし、そういうことで

皆様方にも色々面倒になろうと思いますけど事務局の方に

届けていただくと、２度手間、３度手間になるんですけど協

力をしていただけたらと思います。事務局の方でも色々取り

組んでいくんですけど、新居浜市農業委員会の独自のもので

すので全国で同じ様式でやっているところはないですので、

いろんなことで何回か回数を重ねる中でうまくできていく

と、池田委員さんが言われたようなことも本来は変わったと

ころだけでも担当の委員さんにお渡しすればいいんじゃな

いかなっと、全てのことを全部打ち出すのは難しいですけ

ど、その辺で各委員さんもご理解をいただきたいと思いま

す。 

         はい、近藤委員さん。 

〇近藤委員     この表からいくと１０筆まで書けるんですよね。１０筆以

上を持っている人がいったい何人おられるんですか、という

話でいくとそんなにいないと思いますよね。 

●藤田会長     皆さんよく分かるのは田や畑ですけど、これが例えば山に

なって転々と有ったりしたら所有者の方も分かっていない。

一番分かりやすいのは水田、平面的な畑とかが分かりやす

い。地番とかでは分かりにくく、代々家での呼び名などで把

握している方が多いのであの辺、この辺というので調査員が

改良区や事務局に確認をして再度所有者に確認をしていた

だかないと、ということになろうかと思います。 

          はい、伊藤委員さん。 

〇伊藤委員      近藤さんと同じように私も去年調査して何処にあるか分

からない、というのもありました。貸したい言うても何処を

貸したいのか分からない。今さっきの買いたい人を公開して

もいいですよというところね。住所、番地、面積を把握して

いなかったらパッと見た時分からないですよね。農業委員会

のほうに行ってお願いして、その後対処してくれたか知らな
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いんですけど、今年調査しに行ったら対処してくれたか分か

ると思うのですが。自分の土地が何処にあるのか知らないと

いうことがあったり、貸したい土地も何処を貸したいのか書

きようがない。やっぱり地番と面積くらいあったらありがた

いのですが。 

●藤田会長     一番は個人の専用物ですから、事務局の方でいっぱい出し

たら個人情報にもかかってきますからね。おうちの方にこれ

だけあるということを分かってもらわないと、以前お話した

ように人・農地プランで地域の方にお願いをするとかいうよ

うなことも今回の農業委員や推進委員の仕事として一つで

もそういったことをやっていこうというのが全国的な取り

組みでございますので、とにかくそうやって手間がかかった

りすることもあるんですけどまずはおうちの人に何処に自

分の土地があるのか分かっていただく、なかなか難しいので

すが我々が色んな補助をしてあげて分からないところを分

かるようにしてあげる。時間はかかりますけど仕事の一つと

してご協力をしていただきたいと思います。 

●藤田会長     他にご質問等はございませんか。 

          はい、藤田委員さん。 

〇藤田（健）委員  余分な話になるんですが、固定資産税が市役所からくるじ

ゃないですか。あそこに農地が全部でていると思っていたの

ですが、あそこから出てくる農地の台帳とこちらが持ってい

る台帳は同じものですか。資産課でね。 

●藤田会長     資産税課の課税台帳と全く同じではないと思います。大体

は合っていると思いますが。 

〇横川事務次長   年に一度課税台帳の方と突合はさせていただきます。ただ

し、課税台帳上例えば田と畑で農地台帳上、樹園地がありま

す。樹園地につきましては、課税台帳上、畑等になっている

ものもございますので突合はさせていただいてますけど全

く同じというわけではございません。内容によってはこちら

の調査で変えているもの畑が樹園地になっていることもあ

ります。 
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〇藤田（健）委員  小作人台帳で今言ったように当人が死んで子供の代になっ

ている時に小作地を貸しているというのは知っているけど

どこにあるのか知らない。という子供さんがいました。尚且

つ改良区の賦課金は払っている。それだけしているのに、何

処に土地があるのか知りません。台帳はあるんですか。 

●藤田会長        小作地の場合は農業委員会で所有者と耕作者との賃貸借契

約書というのを結んで賃貸借契約です。改良区なんかは売れ

た土地に田んぼから賦課金は上の耕作者にかかるのであっ

て、いずれにしても個人の専用物ですからまずはしっかりと

自分達の持っている物を把握するということになっていた

だくと色々な問題も少なくなっていくのではと思います。 

●藤田会長     他にご質問等はございませんか。 

( 「なし」の声あり ) 

●藤田会長     ご質問がないようですので、ここで、事務局より報告事項

があります。事務局どうぞ。 

〇横川事務次長  １１月５日に別子山の方で役員会を開かせていただきまし

た。内容につきましては来年の２月に予定しております「農

業従事者との話し合いについて」の概要をお決めいただきま

した。内容につきましては日時が平成３１年２月５日（水曜

日）１３：３０から場所が消防庁舎の４階コミュニティー防

災センターを予定しております。但し場所につきましては、

市役所の西側の工事がなかなか進みませんのでその工事の

状態によっては５階大会議室に変更になる場合もございま

すので場所については明確に決まっておりません。その対象

の従事者について各農協支所で１名程度、農業者が多い中萩

は２名とか最高でも２名まで、地区の委員さんの方でどなた

か推薦をいただけたらと思っております。地区の方でご相談

をいただきまして参加者の氏名とかご住所の方を１月の総

会までにご連絡いただけたらと思っております。それにつき

まして事務局の方からご出席のご依頼の通知を差し上げま

す。話し合いの内容につきましては、農業の現状あるいは農

業委員会への要望、市への要望、市への要望につきましては
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市への意見書の中にこういうことを入れてほしいというよ

うなことの要望を話し合いをさせていただいたらと思って

おりますので参加者の方のご推薦の方をよろしくお願いで

きたらと思っております。以上です。 

●藤田会長     事務局から報告がありましたが、本日の議題は以上となり

ます。先ほどの報告も含めて、その他何かご意見、ご質問は

ございませんか。 

●藤田会長     ご質問がないようですので、異常を持ちまして、第１９回

新居浜市農業委員会 総会を閉会いたします。 

          ご協力ありがとうございました。 

●藤田会長     なお、１７時３０分から隣の鳳凰の間で懇親会を予定して

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○藤田事務局長   ご起立ください。礼。ありがとうございました。 
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